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１ はじめに 
 

 木曽川水系長良川は、岐阜県郡上市高鷲町の大日岳（標高 1,709m）に源を発して、

山間部を南流し、同市八幡町において、左支川吉田川、右支川亀尾島川を合わせ、美

濃市の北で最大の支川板取川を合わせたのち、中濃盆地の平地に出る。さらに南流を

続け、関市内で右支川武儀川、左支川津保川を合わせて岐阜県市内を貫流し、同市金

華山（標高329m）下に展開する岐阜市街に達する。長良川は、そこから下流より濃尾

平野を南下し、三重県桑名市の東部で揖斐川に合流して伊勢湾に注ぐ流域面積

1,985km2、幹川流路 166km の一級河川である。 
 

このうち、県が管理する中上流域の区間は、河口より約 56.2km（岐阜市長良古津、

千鳥橋下流付近）から上流部であり、その流域は岐阜市、関市をはじめとする６市３

町からなり、流域内人口約２３万人（2000 年国勢調査）、流域面積 1,589k m2、流路延

長約 110km となっている。県管理区間における長良川の治水対策は、歴史的な経緯や

地域事情、さらに技術的な課題などがあり、長年の懸案となっていた。 

昨年１０月２０日～２１日にかけて岐阜県を襲った台風第２３号は、長良川中上流

域の沿川に甚大な被害をもたらした。この水害を契機として、水害の防止軽減に関す

る技術的な検討を行うとともに地域の意見を踏まえた長良川中上流域における治水対

策の中長期ビジョンを立案するため、当委員会と技術検討を担う長良川中上流域水害

対策技術検討会において検討が進められてきた。本プランはこれまで行われた６回の

技術検討会と４回の委員会の成果としてとりまとめたものである。 
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図－1 長良川中上流域と代表的な地点の河道状況 
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２ 長良川中上流域における治水対策の現状 
 

（１）水害の歴史 

 長良川の中上流域は過去に多くの水害を経験している。明治時代の水害記録には長

良川流域に著しい被害を与えた水害が４０件以上記載されている。近年では昭和３４，

３５，３６年の連年災害や昭和５１年の９．１２水害などの大水害が起きている。平

成１１年９月の台風第１６号では、郡上市を中心として記録的な豪雨に見舞われ、郡

上市高鷲町、白鳥町を中心に大きな洪水災害が生じた。昨年１０月２０日～２１日に

かけて岐阜県を襲った台風第２３号は、長良川中上流域に甚大な被害をもたらし、浸

水被害だけでも床上浸水３３２戸、床下浸水２５４戸に及び、全半壊した家屋も４９

戸に上った。（図－２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2 長良川中上流域における近年の水害 
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境川

板
屋
川

津保川

曽
部
地
川

犀
川 S51年以降の浸水実績

平成１１年 郡上市高鷲町 
平成１６年 郡上市美並町 

平成１６年美濃市上河和 

昭和５１年岐阜市折立近辺 

長良川流域の各河川の水害（平成以降）
河川名 発生年月日 市町村名 床上 床下

境川 H2.9.20 岐阜市 15
糸貫川 H2.9.20 本巣町 17
天王川 H2.9.20 北方町 29
鳥羽川 H2.9.20 高富町 34 22
天神川 H2.9.20 岐阜市 22

石田川 H2.9.20
岐阜市、
高富町

19

両満川 H2.9.20 岐阜市 17

津保川 H2.9.20
上之保村
武儀町

4 30

和良川 H2.9.20 和良村 3 15
板取川 H2.9.20 美濃市 2 27
片知川 H2.9.20 美濃市 7 30
境川 H4.8.15 岐阜市 12
両満川 H4.8.15 岐阜市 26
長良川 H11.9.15 八幡町他 41 150
津保川 H11.9.15 関市 146 306
境川 H11.9.15 岐阜市 11 24
曽部地川 H11.9.15 白鳥町 22 52
大間見川 H11.9.15 大和町 7 29
牛道川 H11.9.15 白鳥町 4 40
長良川 H14.7.10 八幡町他 2 7
曽部地川 H14.7.10 白鳥町 12 14

長良川 H16.10.20

岐阜市、
関市

美濃市、
郡上市

332 254

曽部地川 H16.10.20 郡上市 7 29
吉田川 H16.10.20 郡上市 2 10
※床上には全壊、半壊を含む
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（２）治水対策の現状 

 長良川中上流域では、昭和３４～３６年の連年災に対する災害復旧工事をはじめと

して、戦後各所で河川改修が行われてきた。昭和５４年以降、長良川58.3km 地点（岐

阜市古津）から 70.7km 地点（美濃市笠神）の 12.4km 区間において、現在実施中の河

川改修（補助事業）が実施されている。また、昭和６３年には阿多岐川に阿多岐ダム

が完成し、亀尾島川では内ヶ谷ダムの建設が現在進められている（図－３参照）。 

 

 これまでの河川改修等により長良川中上流域の治水安全度は向上してきているもの

の、前述のように近年でも洪水氾濫や浸水被害は後を絶たない。現状の治水安全度を

評価すると、堤防の整備が進められた板取川合流点より下流の長良川本川では、概ね

２０年に一度程度発生する規模の洪水を安全に流下させることができない区間が多く、

無堤部などでは５年に一度の規模にも達していない箇所がある。 

板取川合流点より上流の渓谷区間では、宅地や道路、鉄道敷きの地盤高が１０年に

一度以上の浸水頻度と評価され、概ね１０年に一度程度発生する規模の洪水を安全に

流下させることができない区間が多い。さらに吉田川合流点より上流の谷底平野の区

間においても、概ね１０年に一度程度発生する規模の洪水を安全に流下させることが

できない区間が多い。 
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図－3 現在の治水対策（補助事業） 

阿多岐ダム 

津保川の改修 

曽部地川（平成14.7 の浸水状況） 

長良川の改修 

 
内ヶ谷ダム（完成イメージ図） 
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３ 総合的な治水対策プラン 

３．１ 基本的な考え方 

岐阜県における治水事業は安全な県土を築くべく推進されてきたところである。しか

しながら、度重なる近年の水害と異常ともいえる気象状況に鑑みて、河川改修やダムな

どの施設整備とともにソフト対策も含めて様々な手段を組み合わせ、より効率的で早期

に効果が発現できる対策の実施が強く望まれている。特に、長良川中上流域の治水対策

は長年の懸案ともなっていた。そこで、従来の治水対策を再度見直し、河川改修とダム・

遊水地などの貯留施設を効果的に組み合わせ、総合的に地域の安全度を向上させていく

治水対策を検討することとした。また、それらの治水施設の整備には多大な費用と長い

年月を要する。そのため、整備途上における被害軽減を図るとともに、際限のない自然

現象に鑑み、想定を上回る洪水時にも被害を最小化できるよう、洪水時の警戒避難に資

する河川情報の提供や、洪水氾濫時の被害の軽減を図るための土地利用の規制・誘導等、

ソフト的な対策についても併せて検討する。さらに、土砂の異常堆積や流木災害などの

問題も生じていることから、森林の保全や土砂・流木対策についても検討を加える。こ

れらを総合することにより、当該流域の将来的な安全性の目標と段階的な効果の発現の

方向を示す総合的な治水対策のプランとしてとりまとめる（図－４参照）。この総合的

な治水対策プランにより、長期にわたる治水安全度の目標と段階毎の整備内容等が示さ

れることとなる。これにより、中長期のビジョンの下で、段階的･重点的な治水施設の

整備と、河川管理者、自治体等の関係機関、県民が各々の責任を持って協働で進めるソ

フト対策とが両輪として推進され、水害に関する県民の安全・安心を確保していくこと

ができる。 

総
合
的
な
治
水
対
策

　河川改修

　流出の抑制
　　・現在の森林の保全
　　・開発の抑制
　　・貯留浸透施設の整備　　等

　ダム・遊水地等による洪水調節

　土砂・流木対策

　氾濫域の被害軽減
　　・土地利用の誘導
　　・耐水建築への誘導　　　等

　情報提供による被害軽減
　　・浸水想定区域図、洪水ハザードマップの公表、周知
　　・防災教育の推進
　　・河川情報の充実　　　　　等

ハード対策

ソフト対策

 

（治水施設の整備）

図－4 総合的な治水対策計画の体系 
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３．２ プランの対象区間 

本プランの対象は、長良川本川については、従前の全体計画等の事業区間に加え、

平成１６年台風第２３号の洪水氾濫により家屋被害のあった郡上市大和町地内の

120km 地点から直轄管理区間境までの区間とする（図－５参照）。 

板取川合流点より下流の平地区間は、沖積世の砂利が主な河床材料であり、比較的

高い堤防で守られる市街地区間であって、破堤による甚大な被害を避ける必要がある。

一方、それより上流の山間区間では、河道は河床・河岸に岩も多く見られる特徴を有

し、溢水による氾濫形態が主となっている。そこで、治水対策は、板取川合流点より

上流と下流に大きく分けて検討した。 

また、支川については現在事業を実施中の区間を当面の対象とし、その他の支川や

本川上流については今後の災害の発生状況等を踏まえて新たな区間の整備を検討、実

施する。 

なお、砂防関係の施設は対象区間への効果等を踏まえ、適切な箇所に整備する。 

 

３．３ 治水施設の整備の目標 

治水施設の整備の目標は、県内河川の現在の状況や長良川中上流域における周辺の

土地利用の状況を考慮して、以下のように設定する。 

・ 板取川合流点より下流の平地区間においては、従前の計画を踏襲し、概ね８５

年に一度程度発生する規模の洪水を安全に流せるようにすることを長期的な目

標とする。 

・ 板取川合流点より上流の山間区間においては、概ね３０年に一度程度発生する

規模の洪水を安全に流せるようにすることを長期的な目標とする。（以上、図－

５参照） 

・ 支川は、現在実施中の事業における、概ね５～３０年に一度程度発生する規模

の洪水を安全に流せるようにするという目標を踏襲し、未整備の支川について

は今後の災害発生の状況等を踏まえながら新たに目標を設定する。 

 

 



8 

３．４ プランの骨子 

○治水施設の整備 

対策案の比較検討から、治水施設の整備は建設中の内ヶ谷ダムによる洪水調節

と河川改修との組み合わせによることとし、事業効果が効率的に発現されるよう

進めていく。併せて、上流での土砂流出の抑制に努めるとともに、流木対策を検

討、実施する。 

・整備延長 本川 約６４km 

板取川合流点より下流の平地区間 約２１㎞ 

板取川合流点より上流の山間区間 約４３km 

支川 津保川他１２河川（災害状況等に応じ追加） 

・主な整備内容 

河 川 改 修 ：河道掘削、築堤、橋梁改築、用水堰改築 等 

洪水調節施設：内ヶ谷ダム 

砂 防 施 設 ：えん堤工、流木対策工 等 

 

○ソフト対策 

洪水時の警戒避難に資する情報提供

や水防などによる地域の防災力を向上

させる施策と、氾濫域における資産の

増大を抑制する土地利用や建築の誘導

等により水害に強い地域としていくた

めの施策について、市など関係機関と

分担、連携して実施していく。 

 

○河川環境 

自然環境や景観、河川の利用など、

河川環境に十分に配慮した対策とする。 

 

 

内ヶ谷ダム
（建設中）

板取川合流点

板取川合流点より
上流の山間区間

板取川合流点より
下流の平地区間

長期的な整備目標
85年に一度

120k

長期的な整備目標
30年に一度

直轄管理区間

対象区間

図－5 対象区間と整備の目標
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３．５ 段階的な進め方 

 平成１１年、１６年と度重なる洪水被害に鑑み、短期（今後概ね５年程度）、中期（今

後概ね３０年程度）、長期の３段階に対策を整理し、長期的な展望のもとで段階的・重

点的な効果発現をめざす。 

 

短期： 昨年の浸水被害に鑑み、床上浸水等の甚大な被害を回避するため、

板取川合流点より下流区間では、必要とされる河川改修を緊急的に実

施するとともに、その上流区間においても河川改修に着手。また、洪

水氾濫を生じた場合にも被害を最小化するソフト対策の枠組みを形成。 

中期： 長良川無堤部の解消を含めた暫定的な安全度の確保を図るため、必

要とされる河川改修・ダム建設を推進。あわせて、洪水氾濫を生じた

場合にも被害を最小化するソフト対策を推進。 

長期： 長期的な整備目標の達成に向け河川改修を実施。またソフト対策を

推進し、異常豪雨による洪水氾濫にも対応できる、水害に強く防災力

をもつ地域を形成。 

 

（１）短期（今後概ね５年程度） 

■板取川合流点より下流の平地区間の本川では、 

 平成１６年台風第２３号の洪水による床上浸水等の甚大な被害を回避するため、

床上浸水が著しかった無堤部等における浸水頻度を概ね１０年に一度程度に軽減す

ることを目標として、河床の掘削等の河川改修を進める。 

■板取川合流点より上流の山間区間の本川では、 

 平成１６年台風第２３号の洪水により床上浸水の著しかった地区を対象とし、概

ね１０年に一度程度の洪水を安全に流下させることを暫定的な目標として、掘削等

の河川改修に着手する。 

■支川では、 

 近年に床上浸水が発生した河川及び主要な大支川を対象とし、現在の河川改修を

継続して重点的な推進を図り、一部の河川については完了させる。また、市街地を

流れる支川においては、貯留施設等の整備を含めた流域対策計画を流域市町と連携

して策定し実施していく。 

■ソフト対策としては、 

 改修途上にあっても、洪水氾濫による被害を最小化するためのソフト対策につい

て、その枠組みを固めていく。そのため、水害を考慮した土地利用や建築の誘導、

円滑な避難等の方策について検討する検討会等を設け、ソフト対策の計画を立案し
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推進していく。 

情報関係では、近年の浸水被害の著しい地域について、観測機器の充実、気象庁

との共同による洪水予測の精度向上や情報ネットワークの二重化による信頼性向上

など、河川情報システムの緊急的な拡充を図る。また、ケーブルテレビによる防災

情報の発信や携帯電話によるメール配信など住民への情報伝達手段の充実を進めて

いく。平成１６年の水害を忘れることなく、地域住民に高い防災意識を持っていた

だき、自主的な防災力の向上を進めていくために、ハザードマップの公表完了、浸

水実績の表示板の整備、総合学習・生涯学習等を活用した防災教育の推進を図る。

また、より一層の水防活動の充実のために、水防資機材の充実、情報伝達の迅速化、

現地で分かり易い量水標の設置、主要支川における水防警報河川の指定等を進める。 

 水害に強い地域としていくために、検討会等により土地利用や建築の誘導方策を

検討立案し、推進していく。また、市街地を流れる支川については、土地開発の指

導基準等を見直すなどにより、ソフト面からの流域対策を進めていく。 

現状の森林の適正な保全・整備を進めていくために、森林部局との連携を図る連

絡会議を設置する。 

■土砂、流木対策としては、 

既設の砂防施設や渓流内に堆積した土砂を除去して次期出水時の土砂流出に備え

るとともに、緊急性の非常に高い箇所にえん堤や床固等の砂防施設を整備する。併

せて、モニタリングによりデータの蓄積を進め、流木発生メカニズムの解明に努め

るとともに、流木対策の試験施工を実施する。 

また、ソフト対策としては、土砂災害に対する警戒避難体制の整備を最優先に進

める。土砂災害の発生予測の精度を向上させるため、気象庁と連携して土砂災害警

戒情報を提供し、市町村を通じて地域住民に情報が迅速に伝わるように、システム

の整備を推進する。土砂災害の危険な地域を周知するため、人家のある地域を対象

に土砂災害警戒区域・特別警戒区域を指定する。 
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短期の総合的な治水対策プランの全容 

 

 

 

（２）中期（今後概ね３０年程度） 

■板取川合流点より下流の平地区間の本川では、 

 概ね２０年に一度程度発生する洪水が安全に流下できることを暫定的な目標とし、

河床掘削を中心とした河川改修を下流より順次進めていく。内ヶ谷ダムの完成を目

指して建設を進め、これらの整備とともに無堤部を順次締め切る。 

■板取川合流点より上流の山間区間の本川では、 

 着手済み区間においては暫定目標の河川改修を完了させる。さらに、平成１６年

台風第２３号の洪水による床上浸水被害の著しい地区より順次、暫定的な目標の達

成に向け、掘削・築堤等の河川改修に着手する。内ヶ谷ダムは完成を目指して建設

を進める。 

■支川では、 

 近年に床上浸水が発生した河川の対策を完了させるとともに、市街地を流れる河

川における貯留施設整備などの流域対策を推進する。また、近年浸水被害が発生し

た市街地支川を中心として、あらたな災害の発生状況等も踏まえて順次支川の改修

に着手する。 

■ソフト対策としては、 

 整備途上の洪水氾濫や異常豪雨による水害にも被害を最小化できるよう、ソフト

対策を併せて推進する。洪水･水害に関する情報の質の向上や河川情報システムの

施設整備 ソフト対策

＜ポイント＞
～本川～
　○板取川合流点より下流
　　・床上浸水が著しかった無堤部区間における浸水頻度を
　　　概ね10年に一度程度に軽減
　○板取川合流点より上流
　　・床上浸水被害の特に著しかった地区について
　　　河川改修に着手
～支川～
　　・近年に床上浸水被害を発生した河川等で、
　　　重点的に事業実施
～土砂・流木対策～
　○流木対策
　　・モニタリングによるデータの蓄積と流木発生メカニズムの
　　　検討
　　・流木対策の試験施行の実施
　○土砂
　　・既設の砂防施設や渓流内に堆積した土砂の除去
　　・緊急性の非常に高い箇所に、えん堤や床固等の
　　　砂防施設の整備

＜ポイント＞
～地域の防災力向上～
　○ソフト対策を具体化し推進するため、
　　各市毎に検討会等を設置
　○情報
　　・近年の浸水被害の著しい地域を対象とした
　　　河川情報システムの緊急的な拡充
　　・被害軽減のため、住民への情報伝達手段の充実
　○地域住民の防災意識向上
　　・沿川各市におけるハザードマップの公表・配布の完了
　　・防災教育（小中学校等）の推進
　○水防
　　・水防活動の充実
　　・水防団への情報伝達迅速化
　　・分かりやすい量水標の設置
　○情報空白地帯における水防警報の拡充
　　・主要支川における水防警報河川の指定
　　　（板取川、長良川上流、津保川上流等）
～水害に強い地域づくり～
　○土地利用
　　・土地利用・建築誘導の検討・実施
　　・市街地支川における流域対策の検討・実施
　○森林
　　・現状の森林の適正な保全・整備のための森林部局との連携
　○土砂
　　・土砂災害の発生予測の精度向上
　　・土砂災害情報が迅速に伝わるためのシステム整備の推進
　　・土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定

床上浸水等の甚大な被害を回避する改修の実施と、氾濫した場合にも被害を最小化するソフト対策の枠組みの形成

短期
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更なる充実のため、情報ネットワークの二重化を完了させ、水位等の観測局の更な

る充実、情報伝達のデジタル化への対応等を進める。治水対策の進捗等に伴うハザ

ードマップの更新や、水害の記憶を風化させない啓発事業、防災教育を進め、引き

続き地域住民の防災意識を高めていくことにより、地域の防災力向上を進めていく。

また、少子高齢化に対応して、持続可能な水防システムづくりに努める。水害に強

い地域としていくための土地利用・建築の誘導等を推進する。また、市街地支川に

おけるソフト面の流域対策を推進していく。 

現状の森林の適正な保全・整備を進めていくために、森林部局との連携を継続し

ていく。 

■土砂、流木対策としては、 

 緊急性の高い箇所にえん堤や床固等の砂防施設を整備し、土砂災害対策及び流木

対策を進める。 

 また、ソフト対策としては、土砂災害の危険性のある地域が新たに開発されるの

を防ぐため、人家のない地域も加え、土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定を促

進する。土砂災害警戒情報の伝達の在り方にも逐次見直しをかけ、より良いシステ

ムづくりを継続する。 

 
中期の総合的な治水対策プランの全容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備 ソフト対策

＜ポイント＞

～本川～

　○板取川合流点より下流

　　・概ね20年に一度程度発生する洪水が安全に

　　　流下できるよう、下流から河川改修の促進。

　　　さらに、無堤部を締切

　○板取川合流点より上流

　　・概ね10年に一度程度発生する洪水を目標として

　　　河川改修を順次実施。内ヶ谷ダムの完成

～支川～

　　・近年浸水被害の発生している市街地支川を中心に、

　　　支川の対策を推進

～土砂・流木対策～

　○流木対策

　　・緊急性の高い箇所に、えん堤や床固等の砂防施設の整備

　○土砂

　　・緊急性の高い箇所に、えん堤や床固等の砂防施設の整備

＜ポイント＞
～地域の防災力向上～
　○情報
　　・洪水・水害に関する情報の質の向上・情報システムの更なる充実
　○地域住民の防災意識向上
　　・ハザードマップの更新
　　・防災教育（小中学校等）の推進
　○水防
　　・少子高齢社会に対応した持続可能な水防システムづくり
～水害に強い地域づくり～
　○土地利用
　　・土地利用・建築誘導の推進
　　・市街地支川における流域対策の推進
　○森林
　　・現状の森林の適切な保全・整備のための森林部局との連携の継続
　○土砂
　　・土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の指定促進
　　・土砂災害警戒情報の伝達の在り方の見直し及びシステム作りの継続

無堤部の解消を含めた暫定的な安全度の確保と、被害を最小化するソフト対策の推進

中期
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（３）長期 

■板取川合流点より下流の平地区間の本川では、 

 暫定的な目標の河川改修を完了させ、引き続き目標とする８５年に一度程度発生

する洪水が安全に流下できるように、再度下流より河川改修（堤防の整備等）を進

める。 

■板取川合流点より上流の山間区間の本川では、 

暫定的な目標の河川改修を完了させる。また、整備の目標とする３０年に一度程

度発生する洪水が安全に流下できるように、再度下流より河川改修（堤防の整備等）

を進める。 

■支川では、 

各支川において目標とする洪水（概ね５～３０年に一度程度発生する洪水）が安

全に流下できるよう対策を進めていく。 

■ソフト対策としては、 

流域全体を網羅し住民とつながる情報システムの拡充、地域住民の防災意識を高

く保つための取組の継続、持続可能な水防システムの確立により、地域の防災力の

向上・維持に努めるとともに、水害を考慮した土地利用･建築誘導の継続により長良

川中上流域沿川を水害に強い地域としていく。また、持続可能な森林環境の創出に

努める。 

■土砂、流木対策としては、 

土砂災害の危険がある箇所に計画的にえん堤や床固等の砂防施設を整備し、土砂

災害対策及び流木対策を進める。 

また、ソフト対策としては、土砂災害特別警戒区域内の開発抑制に努めるととも

に、適切な情報提供を維持し、土砂災害警戒体制の充実を図る。 

 

長期の総合的な治水対策プランの全容 

 

施設整備 ソフト対策

＜ポイント＞
～本川～
　○板取川合流点より下流
　　・暫定的な目標の河川改修を完了させ、引き続き目標とする85年に一度
　　　程度発生する洪水が安全に流下できるように、対策を推進
　○板取川合流点より上流
　　・暫定的な目標の河川改修を完了させ、引き続き目標とする30年に一度
　　　程度発生する洪水が安全に流下できるように、対策を推進
～支川～
　　・各支川において目標とする洪水を安全に流下させるべく、
　　　対策を実施
～土砂・流木対策～
　○流木対策
　　・土砂災害の危険がある箇所に、計画的にえん堤や床固等の
　　　砂防施設の整備
　○土砂
　　・土砂災害の危険がある箇所に、計画的にえん堤や床固等の
　　　砂防施設の整備

＜ポイント＞
～地域の防災力向上～
　○流域全体を網羅し、住民とつなぐ情報システムの拡充
　○地域住民の防災意識を高レベルに保つ取り組みの継続
　○持続可能な水防システムの確立
～水害に強い地域づくり～
　○水害を考慮した土地利用・建築誘導の継続
　○持続可能な森林環境の創出
　○土砂災害警戒体制の充実

施設整備の目標達成と、異常降雨にも対応できる水害に強く防災力をもつ地域の形成

長期



施設整備 ソフト対策

＜ポイント＞
～本川～
　○板取川合流点より下流
　　・床上浸水が著しかった無堤部区間における浸水頻度を概ね10年に一度程度に軽減
　○板取川合流点より上流
　　・床上浸水被害の特に著しかった地区について河川改修に着手
～支川～
　　・近年に床上浸水被害を発生した河川等で、重点的に事業実施
～土砂・流木対策～
　○流木対策
　　・モニタリングによるデータの蓄積と流木発生メカニズムの検討
　　・流木対策の試験施行の実施
　○土砂
　　・既設の砂防施設や渓流内に堆積した土砂の除去
　　・緊急性の非常に高い箇所に、えん堤や床固等の砂防施設の整備

＜ポイント＞
～地域の防災力向上～
　○ソフト対策を具体化し推進するため、各市毎に検討会等を設置
　○情報
　　・近年の浸水被害の著しい地域を対象とした河川情報システムの緊急的な拡充
　　・被害軽減のため、住民への情報伝達手段の充実
　○地域住民の防災意識向上
　　・沿川各市におけるハザードマップの公表・配布の完了
　　・防災教育（小中学校等）の推進
　○水防
　　・水防活動の充実
　　・水防団への情報伝達迅速化
　　・分かりやすい量水標の設置
　○情報空白地帯における水防警報の拡充
　　・主要支川における水防警報河川の指定（板取川、長良川上流、津保川上流等）
～水害に強い地域づくり～
　○土地利用
　　・土地利用・建築誘導の検討・実施
　　・市街地支川における流域対策の検討・実施
　○森林
　　・現状の森林の適正な保全・整備のための森林部局との連携
　○土砂
　　・土砂災害の発生予測の精度向上
　　・土砂災害情報が迅速に伝わるためのシステム整備の推進
　　・土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定

◆本川（板取川合流点より下流） ◆地域の防災力向上
・平成16年台風23号の洪水により、床上浸水の著しかった無堤部区間における浸水頻度を概ね10年に一度程度に軽減 ○ソフト対策を具体化し推進するため、各市毎に検討会等を設置
することを目標として、河床の掘削等を行う。 ○情報

・近年の浸水被害の著しい地域を対象とした河川情報システムの緊急的な拡充
水位、映像等の河川情報の拡充

◆本川（板取川合流点より上流） 洪水予測の精度向上
・平成16年台風23号の洪水により床上浸水の著しかった地区について、概ね10年に一度程度の洪水を安全に流下させ 情報ネットワークの信頼性向上＝ネットワークの二重化の検討・着手
ることを目標とした掘削等の河川改修に着手する。 総合防災情報システムの活用

・被害軽減のため、住民への情報伝達手段の充実
◆支川 同報無線の難聴地域の対策

・近年に床上浸水が発生した河川及び主要な大支川を対象とし、現在の事業を継続して重点的な推進を図り、一部を完 防災情報ホームページの開設及び拡充
了させる。 ＣＡＴＶを用いた防災情報チャンネルの開設
・市街地支川において貯留施設等を含め、市町村と連携して流域対策計画を策定し、実施する。 携帯メール配信の整備及び拡充

○地域住民の防災意識向上
◆土砂・流木対策 ・沿川各市におけるハザードマップの公表･配布の完了
○流木対策 ハザードマップの周知、説明会の実施

・モニタリングによるデータの蓄積と流木発生メカニズムを検討する。 浸水実績表示板・浸水モニュメントの設置
・流木対策の試験施行を実施する。 図上訓練の実施

○土砂 ・防災教育（小中学校等）の推進
　　・既設の砂防施設や渓流内に堆積した土砂を除去し、次期出水時の土砂流出に備える。 ○水防

　　　　・緊急性の非常に高い箇所に、えん堤や床固等の砂防施設を整備する。 ・水防活動の充実
水防訓練の充実
水防資機材の充実

・水防団への情報伝達迅速化
水防団への情報伝達迅速化のための体制の見直し
水防協力団体制度の検討

・分かりやすい量水標の設置
○情報空白地帯における水防警報の拡充

・主要支川における水防警報河川の指定（板取川、長良川上流、津保川上流等）

◆水害に強い地域づくり
○土地利用

・土地利用・建築誘導の検討・実施
・市街地支川における流域対策の検討・実施

○森林
・現状の森林の適正な保全・整備のための森林部局との連携

○土砂
　　　・土砂災害の発生予測の精度向上
　　　・土砂災害情報が迅速に伝わるためのシステム整備の推進
　　　・土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定

＜ポイント＞
～本川～
　○板取川合流点より下流
　　・概ね20年に一度程度発生する洪水が安全に流下できるよう、下流から河川改修の促進。さらに、無堤部を締切
　○板取川合流点より上流
　　・概ね10年に一度程度発生する洪水を目標として河川改修を順次実施。内ヶ谷ダムの完成。
～支川～
　　・近年浸水被害の発生している市街地支川を中心に、支川の対策を推進
～土砂・流木対策～
　○流木対策
　　・緊急性の高い箇所に、えん堤や床固等の砂防施設の整備
　○土砂
　　・緊急性の高い箇所に、えん堤や床固等の砂防施設の整備

＜ポイント＞
～地域の防災力向上～
　○情報
　　・洪水・水害に関する情報の質の向上・情報システムの更なる充実
　○地域住民の防災意識向上
　　・ハザードマップの更新
　　・防災教育（小中学校等）の推進
　○水防
　　・少子高齢社会に対応した持続可能な水防システムづくり
～水害に強い地域づくり～
　○土地利用
　　・土地利用・建築誘導の推進
　　・市街地支川における流域対策の推進
　○森林
　　・現状の森林の適切な保全・整備のための森林部局との連携の継続
　○土砂
　　・土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の指定促進
　　・土砂災害警戒情報の伝達の在り方の見直し及びシステム作りの継続

◆本川（板取川合流点より下流） ◆地域の防災力向上
・概ね20年に一度程度発生する洪水が安全に流下できるようにすることを暫定目標とし、下流より順次掘削等の河川改 ○情報
修を進める。 ・洪水・水害に関する情報の質の向上・情報システムの更なる充実
・下流の改修が進むとともに、無堤部を順次締め切る。 情報ネットワークの二重化の完了

支川を含む水位局・CCTVの増設
◆本川（板取川合流点より上流） デジタル化を踏まえた防災情報伝達手段の整備・拡充・高度化

・短期に着手した事業を完了させる。 ○地域住民の防災意識向上
・平成16年台風23号洪水時の床上浸水被害の状況を踏まえ、概ね10年に一度程度発生する洪水を安全に流下させる ・ハザードマップの更新
ことを暫定目標として、掘削・築堤等の河川改修に順次着手する。 更新されたハザードマップの周知、説明会の実施
・内ヶ谷ダムの完成を目指す。 浸水モニュメントの設置・過去の水害を風化させないための啓発事業の実施

図上訓練の継続的な実施
◆支川 ・防災教育（小中学校等）の推進

・近年に床上浸水が発生した河川の対策を完了させる。 ○水防
・市街地支川における流域対策を推進する。 ・少子高齢社会に対応した持続可能な水防システムづくり
・近年浸水被害の発生している市街地支川を中心として、災害の発生状況を踏まえて支川改修に着手、実施する。

◆水害に強い地域づくり
◆土砂・流木対策 ○土地利用
○流木対策 ・土地利用・建築誘導の推進

　　　　・緊急性の高い箇所に、えん堤や床固等の砂防施設を整備する。 ・市街地支川における流域対策の推進
○土砂 ○森林

　　　　・緊急性の高い箇所に、えん堤や床固等の砂防施設を整備する。 ・現状の森林の適正な保全・整備のための森林部局との連携の継続
○土砂

　　　・土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定促進
　　　・土砂災害警戒情報の伝達の在り方の見直し及びシステム作りの継続

＜ポイント＞
～本川～
　○板取川合流点より下流
　　・暫定的な目標の河川改修を完了させ、引き続き目標とする85年に一度程度発生する洪水が安全に流下できるように、
　　　対策を推進
　○板取川合流点より上流
　　・暫定的な目標の河川改修を完了させ、引き続き目標とする30年に一度程度発生する洪水が安全に流下できるように、
　　　対策を推進
～支川～
　　・各支川において目標とする洪水を安全に流下させるべく、対策を実施
～土砂・流木対策～
　○流木対策
　　・土砂災害の危険がある箇所に、計画的にえん堤や床固等の砂防施設の整備
　○土砂
　　・土砂災害の危険がある箇所に、計画的にえん堤や床固等の砂防施設の整備

＜ポイント＞
～地域の防災力向上～
　○流域全体を網羅し、住民とつなぐ情報システムの拡充
　○地域住民の防災意識を高レベルに保つ取り組みの継続
　○持続可能な水防システムの確立
～水害に強い地域づくり～
　○水害を考慮した土地利用・建築誘導の継続
　○持続可能な森林環境の創出
　○土砂災害警戒体制の充実

◆本川（板取川合流点より下流） ◆地域の防災力向上
・概ね20年に一度程度発生する洪水が安全に流下できるようにする暫定目標の河川改修を完了させる。 ○流域全体を網羅し、住民とつなぐ情報システムの拡充
・目標とする85年に一度程度発生する洪水が安全に流下できるように、再度下流より河川改修（堤防の整備）を実施する。

○地域住民の防災意識を高レベルに保つ取り組みの継続
◆本川（板取川合流点より上流）

・平成16年台風23号の洪水時に浸水被害のあった地区について、暫定目標（全体として概ね10年に一度程度発生する ○持続可能な水防システムの確立
洪水の安全な流下を目標）の河川改修を完了させる。
・さらに、各地区について目標とする30年に一度程度発生する洪水が安全に流下できるよう、河川改修（堤防の整備）を ◆水害に強い地域づくり
推進する。 ○水害を考慮した土地利用・建築誘導の継続

◆支川 ○持続可能な森林環境の創出
・各支川における目標とする洪水(10～30年に一度程度の洪水）が安全に流下できるよう対策を進める。

○土砂災害警戒体制の充実
◆土砂・流木対策
○流木対策

　　　　・土砂災害の危険がある箇所に、計画的にえん堤や床固等の砂防施設を整備する。
○土砂

　　　　・土砂災害の危険がある箇所に、計画的にえん堤や床固等の砂防施設を整備する。

施設整備の目標達成と、異常降雨にも対応できる水害に強く防災力をもつ地域の形成

長
 

期

短
期

（
5
年
程
度

）

床上浸水等の甚大な被害を回避する改修の実施と、氾濫した場合にも被害を最小化するソフト対策の枠組みの形成

無堤部の解消を含めた暫定的な安全度の確保と、被害を最小化するソフト対策の推進

中
期

（
 

年
程
度

）

14

総合的な治水対策プランの全体像　Ⅰ

30



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 
短  期 

総合的な治水対策プランの全体像 Ⅱ 
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施設整備 ソフト対策
～本川～ ～地域の防災力向上～
○板取川合流点より下流 ○ソフト対策を具体化し推進するため、各市毎に検討会等を設置
　・床上浸水が著しかった無堤部区間における浸水頻度を概ね10年 ○情報
　　に一度程度に軽減 　・近年の浸水被害の著しい地域を対象とした河川情報システムの緊急的な拡充
○板取川合流点より上流 　・被害軽減のため、住民への情報伝達手段の充実
　・床上浸水被害の特に著しかった地区について河川改修に着手 ○地域住民の防災意識向上

　・沿川各市におけるハザードマップの公表・配布の完了
～支川～ 　・防災教育（小中学校等）の推進

　・近年に床上浸水被害を発生した河川等で、重点的に事業実施 ○水防
　・水防活動の充実

～土砂・流木対策～ 　・水防団への情報伝達迅速化
○流木対策 　・分かりやすい量水標の設置
　・モニタリングによるデータの蓄積と流木発生メカニズムの検討 ○情報空白地帯における水防警報の拡充
　・流木対策の試験施行の実施 　・主要支川における水防警報河川の指定（板取川、長良川上流、津保川上流等）
○土砂
　・既設の砂防施設や渓流内に堆積した土砂の除去 ～水害に強い地域づくり～
　・緊急性の非常に高い箇所に、えん堤や床固等の砂防施設の整備 ○土地利用

　・土地利用・建築誘導の検討・実施
　・市街地支川における流域対策の検討・実施
○森林
　・現状の森林の適正な保全・整備のための森林部局との連携
○土砂
　・土砂災害の発生予測の精度向上
　・土砂災害情報が迅速に伝わるためのシステム整備の推進
　・土砂災害警戒区域・特別警戒区域の指定

床上浸水等の甚大な被害を回避する改修の実施と、氾濫した場合にも被害を最小化するソフト対策の枠組みの形成

短
期
（

５
年
程
度
）

※ これらの衛星写真は、Google earth から転載した。(http://earth.google.com/) 

長
良
川 

内ヶ谷ダム

内 ヶ 谷 ダ ム

の建設

床上浸水被害地区における掘

削等の河川改修を進める。 

掘削等の河川改修

に着手。

中  期 

暫定目標の達成に向け、河床掘削を中心

とした河川改修を下流から順次実施。 

無堤部の締切。 

着手済み区間における暫定目標の河川

改修を完了。 

更に、台風 23 号による床上浸水被害の

著しい地区において暫定目標の達成に

向け、掘削・築堤等の河川改修に着手。 

内 ヶ 谷 ダ ム

の完成

長
良
川 

内ヶ谷ダム 

長  期 

８５年に一度程度発生する洪水が流

下できるよう、河川改修を進める。 

30 年に一度程度発

生する洪水が流下で

きるよう、河川改修

を進める。 

長
良
川 

内ヶ谷ダム

施設整備 ソフト対策
～本川～ ～地域の防災力向上～
　○板取川合流点より下流 　○情報
　　・概ね20年に一度程度発生する洪水が安全に流下できるよう、下流から 　　・洪水・水害に関する情報の質の向上・情報システムの更なる充実
　　　河川改修の促進。さらに、無堤部を締切 　○地域住民の防災意識向上
　○板取川合流点より上流 　　・ハザードマップの更新
　　・概ね10年に一度程度発生する洪水を目標として河川改修を順次実施。 　　・防災教育（小中学校等）の推進
　　　内ヶ谷ダムの完成 　○水防
～支川～ 　　・少子高齢社会に対応した持続可能な水防システムづくり
　　・近年浸水被害の発生している市街地支川を中心に、支川の対策を推進 ～水害に強い地域づくり～
～土砂・流木対策～ 　○土地利用
　○流木対策 　　・土地利用・建築誘導の推進
　　・緊急性の高い箇所に、えん堤や床固等の砂防施設の整備 　　・市街地支川における流域対策の推進
　○土砂 　○森林
　　・緊急性の高い箇所に、えん堤や床固等の砂防施設の整備 　　・現状の森林の適切な保全・整備のための森林部局との連携の継続

　○土砂
　　・土砂災害警戒区域及び特別警戒区域の継続的な見直し
　　・土砂災害警戒情報の伝達の在り方の見直し及びシステム作りの継続

中
期
（
　
　
年
程
度
）

無堤部の解消を含めた暫定的な安全度の確保と、被害を最小化するソフト対策の推進

30

施設整備 ソフト対策
～本川～ ～地域の防災力向上～
　○板取川合流点より下流 ○流域全体を網羅し、住民とつなぐ情報システムの拡充
　　・暫定的な目標の河川改修を完了させ、引き続き目標とする85年に一度程度 ○地域住民の防災意識を高レベルに保つ取り組みの継続
　　　発生する洪水が安全に流下できるように、対策を推進 ○持続可能な水防システムの確立
　○板取川合流点より上流 ～水害に強い地域づくり～
　　・暫定的な目標の河川改修を完了させ、引き続き目標とする30年に一度程度 ○水害を考慮した土地利用・建築誘導の継続
　　　発生する洪水が安全に流下できるように、対策を推進 ○持続可能な森林環境の創出
～支川～ ○土砂災害警戒体制の充実
　　・各支川において目標とする洪水を安全に流下させるべく、対策を実施
～土砂・流木対策～
　○流木対策
　　・土砂災害の危険がある箇所に、計画的にえん堤や床固等の砂防施設の整備
　○土砂
　　・土砂災害の危険がある箇所に、計画的にえん堤や床固等の砂防施設の整備

長
期

施設整備の目標達成と、異常降雨にも対応できる水害に強く防災力をもつ地域の形成
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３．６ 河川環境の整備と保全 

（１）魚類等の生物の生息生育環境 

 長良川中上流域には、回遊魚としてアユ、サツキマ

ス、ウナギ、ヨシノボリ等、純淡水魚としてフナ、ナ

マズ、ネコギギ、イタセンパラ等、魚種にして７１種

（既往文献調査による）と、全国の主要河川中でも上

位を占める多様な魚類が生息する。このような豊かな

自然を擁する河川環境を維持すべく、河川改修に際し

ては現況河道の改変を最小限に抑えるとともに、瀬・

淵等や現状の流路の形態の保全、再生に努める。また、河川改修の実施に先立ち環

境調査を実施し、学識者、関係機関等の意見を踏まえ、環境に十分配慮した工事内

容とし、魚類を含む生物の生息環境の保全や再生に努める。 

 一方、長良川中上流の河岸の植生については、一部の区間で生育密度の高い竹林

やカワヤナギ、オニグルミ等の雑木林が繁茂し、洪水時の流水の阻害や景観の悪化

が懸念されている。河川改修に当たっては、地域の方々等と共に、これらの課題の

改善が図られるよう工夫していく。 

 

（２）河川利用 

 郡上市八幡町より上流では、水田が河岸沿いに連なる平野があり、郡上市八幡町

から板取川合流までは、岩が露出した蛇行渓谷をなしている。これらの長良川中上

流域のほとんどは「奥長良川県立自然公園」に指定されており、優れた景観や自然

環境から水浴、釣り、キャンプ、ラフティングなどの多様な利用が行われている。

また中流部では、美濃市の川湊等の歴史的な施設、関市の小瀬鵜飼など歴史的・文

化的な側面の河川利用も見られる。河川の整備に当たっては、これらの河川利用に

配慮した施設整備や優れた景観の維持等に努めるとともに、河川が適正に利用され

るよう関係機関と連携した取組みを行っていく。 

 
 

小瀬の鵜飼 水浴 など 

長良川のアユ 
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（３）河川の水質と水量 

長良川の水質は、水質汚濁に係る環境基準として長良川中流（伊自良川合流点か

ら吉田川合流点まで）ではＡ類型、長良川上流（吉田川合流点より上流）ではＡＡ

類型に指定されており、近年の水質観測ではそれぞれ達成されている。しかし、長

良川中上流域の住民を対象としたアンケート結果によると、水質に関してより高い

目標意識を有していることから、関係機関や流域住民との協力の下に良好な水質の

確保に努めていく。 

また、近年の長良川は比較的流況が安定しているも

のの、流域住民からは、現在の長良川の優れた景観や

豊かな自然環境の保全を求める意見が多い。そのため、

河川の景観や自然環境にとって重要となる維持流量の

確保に向けた調査・検討を進めていく。 

 

 

清流長良川 
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４ プランの具体化に向けての当面のアクション 
（１）具体の事業計画の立案 

総合的な治水対策プランは、中長期的な治水対策のビジョンを示すものであり、河川

法に基づく河川整備計画の策定にあたっての基礎となるものである。今後の事業化に向

けた具体的な計画づくりを国土交通省など関係機関と協議しながら進めるとともに、上

下流バランスに十分配慮した長良川中上流域における河川整備計画策定の作業に入る。 

 

（２）流域対策の推進体制の整備 

○ソフト対策を具体化し推進するために市毎に検討会等を設置 

河川管理者と市が連携し、土地利用や建築の誘導、警戒避難に資する情報伝達、水

防団との連携強化等について具体的に検討する場を設け、当プランのソフト対策の実

現に向けて協力しながら進めていく。 

 

○森林部局との連絡会議の設置 

長良川中上流域の約８割を占める森林の保全、流木対策等には、森林部局と河川管

理者、市が密接な連携を図る必要があり、そのための連絡会を設置して定期的な情報

交換、連携策の検討を行う。 

 

（３）河川環境の調査・検討 

長良川中上流域が有する河川環境の現状を十分に把握するため、既往の調査成果の

分析に加えて必要な調査を行い、河川整備計画の検討や事業の影響予測等に反映させ

る。また、事業実施後のモニタリング調査についても検討、実施していく。 

 

（４）掘削土砂の対策検討 

プランの実行に当たっては、河川内の土砂を大量に掘削する必要があり、掘削土砂

の処理についてコスト削減や資源の有効活用の観点から、最大限活用する方策を検討

する必要がある。そこで、砂利協同組合、市等の関係機関とともに、掘削土砂対策を

検討する場を設置し、経済的かつ円滑に掘削を進めていくための手法をとりまとめる。 
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